
【令和５年度決算】

　(歳入)
　　地方消費税交付金(社会保障財源化分) 151,697 千円

　(歳出)
　　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 2,052,547 千円

国庫
支出金

県支出金 その他
地方消費税交付金

（社会保障財源化分）
その他

社会福祉事業費 39,586 26 2,579 36,981

高齢者福祉事業費 133,129 2,118 12,861 9,254 108,896

障害者福祉事業 508,417 222,982 131,325 9,502 43,537 101,071

児童福祉事業費 478,754 139,078 69,814 33,292 29,581 206,989

小　　　計 1,159,886 362,060 203,257 55,681 84,951 453,937

介護保険事業繰出金 333,391 13,596 6,798 26,850 286,147

国民健康保険事業繰出金 140,398 13,395 47,301 10,012 69,690

後期高齢者医療保険繰出金 270,782 39,325 22,906 208,551

小　　　計 744,571 26,991 93,424 59,768 564,388

予防事業 52,725 40,594 78 910 11,143

保健衛生事業 65,485 3,252 4,614 3,944 53,675

診療所事業費 13,030 910 12,120

母子衛生事業費 16,850 2,583 710 1,148 1,365 11,044

小　　　計 148,090 43,177 3,962 5,840 7,129 87,982

2,052,547 432,228 300,643 61,521 151,848 1,106,307

※地方消費税交付金(社会保障財源分)は､各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。
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地方消費税交付金（社会保障財源化分）が
充てられる社会保障施策に要する経費

　消費税増税に伴い、引上げられた地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充て
られる社会保障４経費（年金、医療、介護、子育て）及び、その他の社会保障施策に
要する経費については次のとおりです。

(単位:　千円)

事　　　業　　　名 経 費

財　源　内　訳

特 定 財 源 一 般 財 源

-2
7-


